


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2023年9月22日

No. 実施回 指摘事項 回答 反映箇所 ページ番号 回答時期

1
3/23

第1回面談

共用プールにある燃料の搬出、移送、仮保管等の全体工程や具体の作

業内容等について、講ずべき事項Ⅰ．全体工程とリスク評価の項目に

係るまとめ資料として示すこと。

まとめ資料Ⅰに記載を追加する。

「使用済燃料乾式キャスク仮保管設備の増設」のまとめ資料と合わせ

て反映。

まとめ資料Ⅰ 今後反映 次回以降

2
3/23

第1回面談

まとめ資料は、講ずべき事項に定める要求項目に対して、実施計画変

更認可申請書の内容、面談等で説明に用いた資料及び技術的な根拠資

料等の本申請に関する情報を包括的に記載する形で作成すること。

まとめ資料Ⅱ.5に反映。また、別紙として型式証明と型式指定をまと

め資料に添付する。
まとめ資料Ⅱ.5 Ⅱ-5-2～45 2023年9月22日

3
3/23

第1回面談

製造工程等の関係から当該キャスクに係る部分のみを分離、先行して

申請するとのことであったが、キャスク製造に影響がなく分割する必

要性がないのであれば、別途申請を予定している当該キャスクの仮保

管設備の拡張に係る実施計画変更案件との関係を改めて整理して説明

すること。

まとめ資料Ⅰに輸送貯蔵兼用キャスク（増設30基）に係る工程を示

す。

まとめ資料Ⅰ

参考資料－２
Ⅰ-26～29 2023年9月22日

4
3/23

第1回面談

講ずべき措置Ⅱ.5.燃料取り出し及び取り出した燃料の適切な貯蔵・管

理についても、まとめ資料の作成対象項目とすること。
まとめ資料Ⅱ.5に記載を追加する。 まとめ資料Ⅱ.5 Ⅱ-5-53～56 2023年9月22日

5
3/23

第1回面談

また上記の整理を踏まえつつ、外部人為事象等の別途申請予定の仮保

管設備の拡張に係る変更の範囲となる項目については、その旨をまと

め資料作成対象の有無の理由として記載すること。

「措置を講ずべき事項の該当項目の整理」に反映。
措置を講ずべき事項の

該当項目の整理
－ 2023年7月31日

6
3/23

第1回面談

実用発電用原子炉施設の審査で参照している「原子力発電所敷地内で

の輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査

ガイドの制定について（平成31 年3 月13 日制定）」に規定する項目

のうち、本申請で参照可能な項目の取扱について説明すること。

「設置許可基準規則」、「貯蔵事業許可基準規則」及び「兼用キャス

クガイド」等から本申請で参照可能な要求事項を整理し、まとめ資料

Ⅱ.5及びⅡ.14.①に反映。

まとめ資料Ⅱ.5，

Ⅱ.14.①

Ⅱ-5-12,13,46～52

Ⅱ-14-①-4,5
2023年9月22日

7
3/23

第1回面談

収納可能燃料の冷却期間について、燃焼度がある程度低いのに対して

冷却期間を長期間としている理由について説明すること。

（2023年7月31日）

右記の回答内容をまとめ資料にも反映すること。

新型8×8燃料の冷却期間（28年以上）が新型8×8ジルコニウムライナ

燃料（18年以上）及び高燃焼度8×8燃料（18年以上）の冷却期間に対

して長期間であるのは、新型8×8燃料の設計基準温度が他の燃料タイ

プに比べて200℃と低いため。

なお、設計基準温度については、平成18年度及び19年度に原子力安全

基盤機構(JNES)にて実施された貯蔵燃料長期健全性等確証試験におい

て、照射硬化回復現象及び水素化物の再配向による燃料被覆管の機械

的特性への影響を考慮して設定されており、ライナー無し燃料（新型8

×8燃料）は200℃、ライナー有り燃料（新型8×8ジルコニウムライナ

燃料及び高燃焼度8×8燃料）は300℃が設計基準温度となる。

（2023年9月22日）

上記内容をまとめ資料Ⅱ.5に反映。

まとめ資料Ⅱ.5 Ⅱ-5-18
2023年7月31日

2023年9月22日

8
3/23

第1回面談

除熱機能の補足説明のうち、東京電力福島第一原子力発電所における

保管姿勢及び保管状況を踏まえた解析結果については、キャスク自体

の基本的安全機能に係る内容であり、型式証明申請書時の解析から変

更した解析条件等の詳細を含めて改めて説明するとともに、申請内容

として追加すること。

まとめ資料Ⅱ.5に反映。また、別紙として型式証明と型式指定をまと

め資料に添付する。
まとめ資料Ⅱ.5 Ⅱ-5-14～31 2023年9月22日

9
3/23

第1回面談

構造強度評価等で想定した評価条件と、当該キャスク運搬時の状態

（輸送荷姿等）が整合することについて説明すること。
「使用済燃料乾式キャスク仮保管設備の増設」のまとめ資料に反映。 今後反映 今後反映 次回以降

10
7/31

第2回面談

使用済燃料乾式キャスクのうち輸送貯蔵兼用キャスク（以下「兼用

キャスク」という。）に係る申請については、今回の基数変更及び収

納可能燃料、また別途申請した仮保管設備の増設があるが、申請対象

範囲を明確にする観点から、第Ⅰ章のまとめ資料に本件申請の範囲を

記載した資料を追加して説明すること。

まとめ資料Ⅰに反映。
まとめ資料Ⅰ

参考資料－１
Ⅰ-24～25 2023年9月22日

11
7/31

第2回面談

指摘事項への回答（No.6）として、兼用キャスクの審査ガイドに係る

内容等は仮保管設備の増設の方であわせて説明するとしているが、本

件申請範囲となる兼用キャスク本体に関する内容については、本件の

まとめ資料に関係資料を追加して説明すること。

「設置許可基準規則」、「貯蔵事業許可基準規則」及び「兼用キャス

クガイド」等から本申請で参照可能な要求事項を整理し、まとめ資料

Ⅱ.5及びⅡ.14.①に反映。

まとめ資料Ⅱ.5，

Ⅱ.14.①

Ⅱ-5-12,13,46～52

Ⅱ-14-①-4,5
2023年9月22日

12
7/31

第2回面談

スケジュールに関しては、第Ⅰ章のまとめ資料に記載すること。ま

た、使用前検査として立会が必要となる基数の考え方についても資料

に記載すること。

まとめ資料Ⅰに輸送貯蔵兼用キャスク（増設30基）に係る工程を示

す。

まとめ資料Ⅰ

参考資料－２
Ⅰ-26～29 2023年9月22日

13
7/31

第2回面談

まとめ資料Ⅱ.5には、型式証明申請書に記載されている使用範囲、兼

用キャスクのスペックや使用個数等の基本的な情報も追記すること。

まとめ資料Ⅱ.5に反映。また、別紙として型式証明と型式指定をまと

め資料に添付する。
まとめ資料Ⅱ.5 Ⅱ-5-9 2023年9月22日

14
7/31

第2回面談

まとめ資料Ⅱ.5 の除熱機能等に係る説明資料として、型式証明申請書

と1F 使用条件の評価項目に対する比較表を記載しているが、審査にお

いては、申請内容が型式証明の範囲に包絡されているかどうかではな

く、兼用キャスクに関する規制基準等に合致しているかどうかを判断

するために具体的な評価条件等を確認する必要があることから、その

根拠となる当該申請書の関係箇所を添付する等、資料を追加して説明

すること。

まとめ資料Ⅱ.5に反映。また、別紙として型式証明と型式指定をまと

め資料に添付する。
まとめ資料Ⅱ.5 Ⅱ-5-14～31 2023年9月22日

15
7/31

第2回面談

解析コード（ORIGEN2、ABAQUS）による除熱評価のフロー図につい

て、実機条件との整合性を確認する観点から、インプット情報やモデ

ル構築に関する具体的な内容を資料に追加して説明すること。

まとめ資料Ⅱ.5に反映。また、別紙として型式証明と型式指定をまと

め資料に添付する。
まとめ資料Ⅱ.5，別紙 Ⅱ-5-14～31 2023年9月22日

16
7/31

第2回面談

Ⅱ.14.⑨検査可能性に対する設計上の考慮についても該当項目として

追加した上で、外観確認、蓋部の分解点検、気密性確認等のキャスク

本体に関する確認事項について整理し、まとめ資料に追加して説明す

ること。

「措置を講ずべき事項の該当項目の整理」に反映。まとめ資料Ⅱ.14.

⑨に記載を追加。

措置を講ずべき事項の

該当項目の整理，

まとめ資料Ⅱ.14.⑨

Ⅱ-14-⑨-1～5 2023年9月22日

指摘事項リスト（まとめ資料へ反映箇所）
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17
7/31

第2回面談

まとめ資料Ⅰ章の異常時評価における「キャスクをコンクリートモ

ジュールに収納する」という記載を「仮保管設備に移送する」に修正

すること。また，異常時評価の記載をまとめ資料Ⅰ章からⅡ-5に移行

すること。

輸送貯蔵兼用キャスクの貯蔵に関する記載を削除し，記載項目をまと

め資料Ⅱ.5に移行。
まとめ資料Ⅱ.5 Ⅱ-5-57～64 2023年9月22日
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